
 

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた 

観光客・町民・観光関連事業者の皆様へのお願い 
 

 

町民の皆様には、日頃、新型コロナの感染防止について、ご理解ご協力をいただき、心よ

り感謝申し上げます。 

新型コロナウイルスについては、全国的に感染者が顕著に増加しており、県内でも連日感

染者の発表がありクラスターの発生が見られる中、経済圏域を同じくする八重山地域におい

ても２度目の感染が確認され、本町においても感染の危険性が高まっている状態にあります。 

町内の医療環境（診療所一カ所・入院病床なし）、感染者の搬送の難しさ等、離島におけ

る新型コロナウイルス感染症が与える生活への影響の大きさや脆弱性に鑑み、医療体制の維

持がいかに大変であるかを認識いたしております。 

 

町民の皆様には、引き続き感染症に対する慎重な行動をお願い申し上げますと供に、三密

（密集、密接、密閉）の環境を作らないよう徹底するなど、日常生活の中に新しい生活様式

を浸透させるとともに、健康に不安のある方は特に慎重な行動を心掛けるようにお願いいた

します。 

そして、ご来島いただくすべての皆様・観光客の皆様へのお願いです。 ぜひ、「与那国島

の新たな日常づくり」へのご協力をお願いします。これからずっと、皆さまに楽しみに来て

いただき、全力でお出迎えできる日々を続けるために。皆さまのご協力を、心からお願いし

ます。多くの皆様に、与那国島を心から楽しんでいただける日が来るよう、一日も早くコロ

ナウイルスが終息するよう心から願っております。 

 

 

【観光客の皆様へ】 
 

（１）熱や咳があるなど、 体調不良の場合には来島をお控えください 。 

なお、与那国空港においては、沖縄県が設置したサーモグラフィーによる検温を行っ

ており、37.5 ℃以上の発熱が確認された場合には、必ず診療所への連絡をお願いいた

します。なお、町内にて検体の採取や PCR 検査・抗原検査を実施する体制は整ってい

ませんが、検体採取ができるよう県保健所と現在調整中であります。 

 

（２）島内においては、マスクの常時携帯・着用をお願いいたします。マスクは、会話時等

の飛沫により他者に感染させるリスクを減らす効果があり、他者への感染力を有する

無症状・発症前の感染者がいらっしゃる可能性がある現状において、町民・観光客を

問わずすべての方に着用をお願いいたします。なお、屋外では熱中症の危険もあるた

め、他者との２ｍ以上の距離がとれる場合については、例外的に外していただいても

構いません。 

 



 
（３）キャンプや野宿等は控えていただきますようお願いします。 

なお、感染者が出た場合の感染経路追跡調査の観点からもできるだけ宿泊施設への宿

泊のご協力をお願いいたします。 

 

（４）島内で体調不良となった場合には、自己隔離を行い他者と接しないようにした上で、

速やかに診療所等へ連絡していただきますようお願いいたします。 

※発熱・体調不良の際は下記に御連絡ください 

〇与那国町診療所:０９８０－８７－２２５０(平日 9:00-17:00) 

〇沖縄県新型コロナウイルス感染症相談窓口:０９８－８６６－２１２９(24 時間対応) 

 

【町民・観光関連事業者の皆様へ 】 
 

（１）与那国町におきましては不要不急の島外への移動、来島の自粛は緩和されております

が、町民の皆様には、改めて感染防止の基本となる「新しい生活様式」を着実に実践

の上、普段どおりの生活を送っていただくことをお願いし、引き続き、手洗い、うが

いの励行やマスクの着用、人と人との距離の確保、密閉・密集・密接の 3 密を避けて

いただきますよう、町民一人ひとりの自覚と対策をより一層の徹底を重ねてお願いい

たします。 

新しい生活様式の例 

・マスク着用やソーシャルディスタンス（人との間隔）を充分にとる。 

   ・帰宅したら手洗い、消毒、うがい等の徹底。 

   ・夏場は屋外でマスクを外すなど、熱中症にご注意ください。 

 

各事業者においては、店舗等での感染拡大を防止するため、それぞれの業界団体が策

定している業種別新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインや与那国町が策定し

たガイドラインを参考に感染拡大防止策の遵守徹底をお願いいたします。 

 

（３）役場内におきましては、７月以降町長・職員の出張が再開されておりますが、８月以

降は県外への出張用務の禁止や県内への出張の場合においても出張先での用務以外

の不要不急の外出を控えることとなっております。治療薬やワクチンがない現状を考

えると、今後も感染拡大防止の取組は継続することが必要です。 

町民の皆様ご自身および大切な周囲の方々の命と健康を守るため、上記の「新しい生

活様式」を着実に実践し、併せて、感染者が発生した場合、本人とその家族や職場、

医療従事者などが、いわれのない差別や偏見、いじめ、中傷などにさらされることの

ないよう、感染症を正しく理解し、皆で支えあい、力を合わせて、新型コロナウイル

ス感染症拡大の困難な状況を乗り越えてまいりましょう。 

令和２年８月１日 

与那国町長 外間守吉 


